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雑

報九
州
大
学
法
政
学
会

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
一
）

ロ
ー
・
ア
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
講
演
会

二
〇
一
六
年
三
月
五
日
（
土
）

「

机
上
の
空
論
」
で
終
わ
ら
な
い
実
務
的
デ
ィ
ベ
ー
ト
講
義
」

講
師

樋
口
正
樹
（
千
葉
家
庭
裁
判
所
市
川
出
張
所
判
事
）

藤
倉
徹
也
（
家
庭
裁
判
所
沖
縄
支
部
支
部
長
）

二
〇
一
六
年
五
月
二
三
日
（
月
）

「
日
中
両
国
の
狭
間
を
歩
む
」

講
師

横
地

剛
（
福
岡
貿
易
株
式
会
社
代
表
取
締
役
）

二
〇
一
六
年
七
月
一
四
日
（
木
）

「
法
治
国
家
の
闇
、
冤
罪
は
な
ぜ
作
ら
れ
る
の
か
」

講
師

櫻
井
昌
司
（
布
川
事
件
（
再
審
無
罪
確
定
）
元
被
告
人
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
日
（
金
）

「
青

の
冒
険
｜
｜
平
塚
ら
い
て
う
と
仲
間
た
ち
」

講
師

森
ま
ゆ
み
（
作
家
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日
（
土
）

「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
教
養
と
宗
教
｜
｜
『
宗
教
三
論
』
解
読
」

講
師

小
田
川
大
典
（
岡
山
大
学
法
学
部
教
授
）

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
）

Ｌ
Ｐ
セ
ミ
ナ
ー

法
学
部
一
年
生
向
法
律
入
門
セ
ミ
ナ
ー

講
師

安
武
雄
一
郎

（
弁
護
士
）

藤
村
享
司

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

八
木
大
和

（
弁
護
士
）

石
川
貴
司

（
福
岡
地
方
裁
判
所
裁
判
官
）

米
口
慎
也

（
福
岡
地
方
検
察
庁
検
察
官
）

講
演
会

二
〇
一
六
年
一
月
六
日
（
水
）

「
ブ
ー
タ
ン
に
お
け
る
国
民
総
幸
福
度
（G

ro
ss N

a
tio
n
a
l H

a
p
i-

n
ess

）
政
策
に
つ
い
て
」

講
師

S
o
n
a
m
 
T
en
zin

（
ブ
ー
タ
ン
内
務
文
化
省
事
務
次
官
）

二
〇
一
六
年
一
月
一
二
日
（
火
）

「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
を
立
体
的
に
考
え
る
｜
｜
パ
ブ
リ
ッ
ク
デ
ィ
プ

ロ
マ
シ
ー
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
経

済
・
文
化
外
交
と
の
相
互
関
係
」

講
師

藤
井
宏
一
郎
（
マ
カ
イ
ラ
株
式
会
社
代
表
取
締
役
、
元
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G
o
o
g
le

株
式
会
社
執
行
役
員
兼
公
共
政
策
部
長
）

二
〇
一
六
年
一
月
二
六
日
（
火
）

「
国
際
裁
判
管
轄
と
外
国
判
決
承
認
分
野
に
お
け
る
国
際
立
法
の
動

向
に
つ
い
て
」

講
師

A
n
selm

o
 
R
ey
es

（
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
香
港
事
務

所
長
）

二
〇
一
六
年
六
月
一
六
日
（
木
）

「E
co
n
o
m
ics o

f In
n
o
v
a
tio
n

」

講
師

青
木
玲
子
（
九
州
大
学
理
事
）

ロ
ー
マ
法
研
究
会

二
〇
一
六
年
一
月
七
日
（
木
）

D
.
2,
14,

40 p
r.
1 P

a
p
.
1 resp

.

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
月
二
一
日
（
木
）

D
.
2,
14,

40,
2 P

a
p
.
1 resp

.

報
告
者

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
四
月
二
一
日
（
木
）

D
.
2,
14,

40,
3 P

a
p
.
1 resp

.

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
六
年
五
月
一
二
日
（
木
）

D
.
2,
14,

41 P
a
p
.
11 resp

.

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
五
月
二
六
日
（
木
）

D
.
2,
14,

42 P
a
p
.
17 resp

.

報
告
者

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
六
月
九
日
（
木
）

D
.
2,
14,

43 P
a
u
l.
5 q

u
a
est.

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
（
木
）

D
.
2,
14,

44 S
ca
ev
.
5 resp

.

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
七
月
七
日
（
木
）

D
.
2,
14,

45 H
erm

o
g
.
2 iu

ris ep
it.

D
.
2,
14,

46 T
ry
p
h
.
2 d

isp
.

報
告
者

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
六
日
（
木
）

D
.
2,
14,

47 p
r.
S
ca
ev
.
1 d

ig
.

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）
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二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
（
木
）

D
.
2,
14,

47,
1 S

ca
ev
.
1 d

ig
.

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
〇
日
（
木
）

D
.
2,
14,

48 G
a
i.
3 a

d l.
X
II ta

b
.

D
.
2,
14,

49 U
lp
.
36 a

d S
a
b
.

報
告
者

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
四
日
（
木
）

D
.
2,
14,

50 U
lp
.
42 a

d S
a
b
.

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
五
日
（
木
）

D
.
2,
14,

51 U
lp
.
26 a

d ed
.

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
研
究
会

二
〇
一
六
年
一
月
二
三
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
五
節
前
半

報
告
者

赤
松
秀
岳
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
二
月
二
七
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
五
節
後
半

報
告
者

上
村
一
則
（
久
留
米
大
学
）

二
〇
一
六
年
四
月
二
三
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
六
節

報
告
者

遠
藤
歩
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
五
月
二
八
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
七
節

報
告
者

野
田
龍
一
（
福
岡
大
学
）

二
〇
一
六
年
七
月
二
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
八
節

報
告
者

大
久
保
憲
章
（
広
島
修
道
大
学
）

二
〇
一
六
年
九
月
二
四
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
二
九
節

報
告
者

梁
田
史
郎
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
二
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
三
〇
節

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
六
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
三
一
節

報
告
者

田
中
教
雄
（
九
州
大
学
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
二
四
日
（
土
）

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
『
現
代
ロ
ー
マ
法
体
系
』
第
五
巻
第
二
三
二
節
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報
告
者

五
十
君
麻
里
子
（
九
州
大
学
）

九
州
公
法
判
例
研
究
会

二
〇
一
五
年
度
冬
期
（
二
〇
一
六
年
二
月
一
三
日
）

「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
保
障
」

上
田

健
介
（
近
畿
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）

「
最
判
平
成
二
七
年
六
月
一
二
日
民
集
六
九
巻
四
号
一
一
二
一
頁

（
信
義
則
に
係
る
上
告
受
理
申
立
て
理
由
を
排
除
、
匿
名
組
合

契
約
に
基
づ
き
匿
名
組
合
員
が
受
け
る
利
益
の
分
配
と
所
得
区

分
の
基
準
、
航
空
機
リ
ー
ス
事
業
に
出
資
し
た
匿
名
組
合
員
が

不
動
産
所
得
に
係
る
も
の
と
し
て
所
得
税
の
申
告
を
し
た
こ
と

に
つ
い
て
国
税
通
則
法
六
五
条
四
項
に
い
う
「
正
当
な
理
由
」

が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
）」

田
中

晶
国
（
弁
護
士
）

＊
科
研
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

行
政
救
済
の
実
効
性
に
関
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
型
実
証
研
究
」
お
よ
び
科
研
基
盤
（
Ｂ
）

現
代
行

政
の
多
様
な
展
開
と
行
政
訴
訟
制
度
改
革
」
と
の
共
催

二
〇
一
六
年
度
春
期
（
二
〇
一
六
年
四
月
二
三
日
）

「
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
憲
法
改
正
論
議
の
動
向
｜
｜
緊
急

事
態
条
項
の
議
論
も
含
め
て
」

井
上

武
史
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

「
行
政
不
服
審
査
法
43
条
に
つ
い
て
」

深
澤

龍
一
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

＊
科
研
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

個
別
行
政
法
の
視
座
か
ら
構
想
し
た

行
政
争
訟
制
度
改
革
」
と
の
共
催

二
〇
一
六
年
度
夏
期
（
二
〇
一
六
年
七
月
九
日
）

「
裁
判
所
に
お
け
る
情
報
公
開
」

村
上

裕
章
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
╱
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ

ム
を
考
え
る
」

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
消
極
説
の
再
検
討
」

奈
須

祐
治
（
西
南
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
す
る
民
事
救
済
と
憲
法
」

梶
原

健
佑
（
九
州
大
学
基
幹
教
育
院
准
教
授
）

「
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
規
制
の
憲
法
上
の
争
点
」

桧
垣

伸
次
（
福
岡
大
学
法
学
部
准
教
授
）

「
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
へ
の
取
組
み
と
課

題
」中

村

英
樹
（
北
九
州
市
立
大
学
法
学
部
教
授
）

二
〇
一
六
年
度
公
法
学
会
事
前
報
告
会
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一

日
）

雑 報
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「
審
議
会
行
政
に
お
け
る
専
門
性
と
『
民
意
』」

勢
一

智
子
（
西
南
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

「
財
政
民
主
主
義
」

石
森

久
広
（
西
南
学
院
大
学
副
学
長
）

＊
科
研
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

個
別
行
政
法
の
視
座
か
ら
構
想
し
た

行
政
争
訟
制
度
改
革
」
と
の
共
催

二
〇
一
六
年
度
秋
期
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
一
二
日
）

「
ア
メ
リ
カ
の
水
害
訴
訟
に
お
け
る
免
責
問
題
」

近
藤

卓
也
（
北
九
州
市
立
大
学
専
任
講
師
）

「
知
的
財
産
権
と
表
現
の
自
由
」

大
日
方

信
春
（
熊
本
大
学
法
学
部
教
授
）

社

会

法

研

究

会

第
四
四
一
回

二
〇
一
六
年
一
月
九
日
（
土
）

九
州
大
学

「
国
境
を
越
え
る
労
働
者
の
移
動
に
対
応
し
た
社
会
保
障
」

松
本
勝
明
（
長
崎
県
立
大
学
）

「
労
働
委
員
会
制
度
の
実
情
と
課
題
」

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

第
四
四
二
回

二
〇
一
六
年
二
月
六
日
（
土
）

九
州
大
学

「
雇
用
平
等
法
の
形
成
と
展
開
」

柳
澤
武
（
名
城
大
学
）

「
外
国
人
労
働
者
｜
雇
用
政
策
と
労
働
法
」

早
川
智
津
子
（
佐
賀
大
学
）

第
四
四
三
回

二
〇
一
六
年
三
月
五
日
（
土
）

九
州
大
学

「
生
活
保
護
の
財
政
責
任
｜
地
方
交
付
税
制
度
か
ら
の
検
討
｜
」

上
原
紀
美
子
（
久
留
米
大
学
）

「
労
働
契
約
の
成
立
を
め
ぐ
る
法
理
論
の
課
題
と
未
来
」

所
浩
代
（
福
岡
大
学
）

第
四
四
四
回

二
〇
一
六
年
四
月
二
日
（
土
）

福
岡
大
学
文
系
セ
ン
タ
ー
棟

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
子
ど
も
支
援
の
あ
り
方
と
社
会
保
障
法
」

「
趣
旨
説
明
」

平
部
康
子
（
福
岡
県
立
大
学
）

「
社
会
保
障
法
制
に
お
け
る
『
子
ど
も
』
の
ニ
ー
ズ
の
位
置
付
け

と
変
容
」

伊
奈
川
秀
和
（
全
国
健
康
保
険
協
会
）

「
社
会
保
障
給
付
に
お
け
る
教
育
支
援
と
子
ど
も
の
発
達
」

常
森
裕
介
（
四
天
王
寺
大
学
）

「
社
会
保
障
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
に
お
け
る
子
ど
も
の
主
体
的
利

益
・
権
利
保
障
の
た
め
の
比
較
法
的
検
討
」

倉
田
賀
世
（
熊
本
大
学
）

（83-４- ）1005 269
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「
子
育
ち
・
子
育
て
の
経
済
的
支
援
策
の
再
検
討
｜
社
会
手
当
制

度
を
中
心
に
｜
」

福
田
素
生
（
埼
玉
県
立
大
学
）

「
子
ど
も
に
対
す
る
給
付
の
形
式
」

平
部
康
子
（
福
岡
県
立
大
学
）

第
四
四
五
回

二
〇
一
五
年
五
月
十
四
日
（
土
）

九
州
大
学

「
人
手
不
足
と
労
働
立
法
の
課
題
」

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
就
業
規
則
と
労
働
契
約
（
七
条
、
一
二
条
）」

山
下
昇
（
九
州
大
学
）

第
四
四
六
回

二
〇
一
六
年
六
月
四
日
（
土
）

九
州
大
学

「
社
会
法
と
し
て
の
障
害
法
｜
条
約
批
准
に
伴
う
国
内
法
改
正
の

展
開
と
課
題
」

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
医
療
保
険
に
お
け
る
選
択
と
競
争
」

松
本
勝
明
（
熊
本
学
園
大
学
）

第
四
四
七
回

二
〇
一
六
年
七
月
二
日
（
土
）

九
州
大
学

「
事
業
場
外
労
働
み
な
し
制
｜
阪
急
ト
ラ
ベ
ル
サ
ポ
ー
ト
（
第

二
）
事
件
・
最
二
小
判
平
二
六
・
一
・
二
四
労
判
一
〇
八
八
号
五

頁
」

畑
井
清
隆
（
志
學
館
大
学
）

「
通
勤
災
害
｜
国
・
羽
曳
野
労
基
署
長
（
通
勤
災
害
）
事
件
・
大

阪
高
判
平
一
九
・
四
・
一
八
労
判
九
三
七
号
一
四
頁
」

所
浩
代
（
福
岡
大
学
）

「
経
歴
詐
称
｜
炭
研
精
工
事
件
・
最
一
小
判
平
三
・
九
・
一
九
労

判
六
一
五
号
一
六
頁
」

早
川
智
津
子
（
佐
賀
大
学
）

「
親
会
社
に
よ
る
子
会
社
解
散
と
労
働
関
係
｜
第
一
交
通
産
業

（
佐
野
第
一
交
通
）
事
件
・
大
阪
高
決
平
一
七
・
三
・
三
〇
労
判
八

九
六
号
六
四
頁
」

中
内
哲
（
熊
本
大
学
）

二
〇
一
六
年
社
会
法
研
究
会
夏
季
合
宿

二
〇
一
五
年
九
月
八
日

（
木
）、
九
日
（
金
）

「
書
評
二
本
・
西
谷
敏
『
労
働
法
の
基
礎
構
造
』
＋
和
田
肇
『
労

働
法
の
復
権
』」

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
社
会
法
と
し
て
の
社
会
保
障
法
｜
社
会
福
祉
法
研
究
を
振
り

返
っ
て
」

河
野
正
輝
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
遺
族
年
金
の
廃
止
」

丸
谷
浩
介
（
佐
賀
大
学
教
授
）

「
い
ま
『
社
会
法
』
論
と
は
｜
柴
田
滋
『
社
会
法
総
論
』

二
〇

雑 報
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一
五
年
、
大
学
教
育
出
版
）
の
書
評
に
代
え
て
｜
」

柳
澤
旭
（
山
口
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
四
八
回

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
（
土
）

九
州
大
学

「
ド
イ
ツ
医
療
保
険
法
」

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
カ
ー
教
授
（
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
社

会
法
・
社
会
政
策
研
究
所
所
長
）

通
訳

松
本
勝
明
（
熊
本
学
園
大
学
）

第
四
四
九
回

二
〇
一
六
年
十
一
月
五
日
（
土
）

九
州
大
学

「
最
新
判
例
か
ら
み
る
労
働
法
重
要
論
点

｜
病
気
の
不
申
告
と

使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
（
東
芝
う
つ
事
件
最
判
を
素
材
に
）」

所
浩
代
（
福
岡
大
学
）

「
労
働
法
に
お
け
る
集
団
的
・
集
合
的
規
範
の
歴
史
的
淵
源
〜
労

働
契
約
関
係
に
お
け
る
合
意
の
意
義
の
歴
史
的
探
求
〜
」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

「
企
業
秩
序
遵
守
義
務
違
反
と
し
て
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

野
田
進
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

第
四
五
〇
回

二
〇
一
六
年
十
二
月
三
日
（
土
）

熊
本
大
学

「
甲
野
堂
薬
局
事
件
（
最
一
小
判
平
二
六
・
三
・
六
労
判
一
一
一

九
号
五
頁
）」

新
屋
敷
恵
美
子
（
山
口
大
学
）

「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
法
的
構
造
」

丸
谷
浩
介
（
九
州
大
学
）

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

第
六
六
三
回
例
会

平
成
二
八
年
四
月
一
六
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
一
日
金
判
一
四
六
九
号
一
六
頁

「
監
査
役
の
責
任
と
責
任
限
定
契
約
」

報
告
者

千
手

崇
史
（
福
岡
工
業
大
学
）

第
六
六
四
回
例
会

平
成
二
八
年
五
月
二
一
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

「
格
付
機
関
の
格
付
に
対
す
る
信
頼
と
金
融
機
関
の
取
締
役
の
責

任
｜
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
と
の
関
係
に
お
い
て
｜
」

報
告
者

久
保

寛
展
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

「
保
険
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
法
的
区
別
の
再
構
成
」

報
告
者

嘉
村

雄
司
（
島
根
大
学
）

第
六
六
五
回
例
会

※
平
成
二
八
年
六
月
二
五
日
（
土
）
・
二
六

日
（
日
）
の
九
州
法
学
会
に
振
替
え

第
六
六
六
回
例
会

平
成
二
八
年
七
月
一
六
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

（83-４- ）1007 271
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「
有
価
証
券
報
告
書
虚
偽
記
載
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
と
損
害

額
の
算
定
」

報
告
者

前
越

俊
之
（
福
岡
大
学
）

（
研
究
報
告
）

「
事
業
譲
渡
に
関
す
る
判
例
法
の
発
展
」

報
告
者

牧

真
理
子
（
大
分
大
学
）

第
六
六
七
回
例
会

平
成
二
八
年
九
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
六
年
一
月
二
三
日
判
時
二
二
二
一
号
七
一
頁

「
シ
ス
テ
ム
設
計
の
不
備
に
よ
る
個
人
情
報
等
の
漏
洩
と
個
人
情

報
保
護
法
」

報
告
者

千
手

崇
史
（
福
岡
工
業
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
高
判
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
金
判
一
四
九
〇
号
三
四
頁

「
ク
ロ
レ
ラ
チ
ラ
シ
配
布
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
」

報
告
者

泉

日
出
男
（
愛
媛
大
学
）

第
六
六
八
回
例
会

平
成
二
八
年
一
〇
月
一
五
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
日
金
判
一
四
八
〇
号
四
四
頁

「
標
章
等
の
譲
受
会
社
に
会
社
法
二
二
条
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た

事
案
」

報
告
者

高
木

康
衣
（
熊
本
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
高
判
平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
判
時
二
二
九
六
号
一
二
四
頁

「
弁
護
士
賠
償
保
険
に
お
け
る
『
他
人
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を

予
見
し
な
が
ら
行
っ
た
行
為
』
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」

報
告
者

井
上

能
孝
（
福
岡
大
学
）

第
六
六
九
回
例
会

平
成
二
八
年
一
一
月
一
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

「
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
役
員
報
酬
規
制
」

報
告
者

原

弘
明
（
近
畿
大
学
）

（
研
究
報
告
）

「
米
国
の
附
属
定
款
を
め
ぐ
る
動
向
」

報
告
者

久
保

佳
納
子
（
下
関
市
立
大
学
）

第
六
七
〇
回
例
会

平
成
二
八
年
一
二
月
一
七
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
八
年
五
月
二
六
日
金
判
一
四
九
五
号
四
一
頁

「
分
割
型
新
設
分
割
に
伴
う
剰
余
金
配
当
に
対
す
る
否
認
権
行
使

の
可
否
」

報
告
者

笠
原

武
朗
（
九
州
大
学
）

（
判
例
研
究
）

大
阪
高
判
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
判
時
二
二
五
九
号
四
六
頁

雑 報
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「
保
険
契
約
者
は
精
神
障
害
に
よ
り
自
由
な
意
思
決
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
状
態
で
放
火
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
保
険

者
の
免
責
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」

報
告
者

久
保
田

光
昭
（
琉
球
大
学
）

第
六
七
一
回
例
会

平
成
二
九
年
一
月
二
一
日
（
土
）

（
判
例
研
究
）

東
京
地
判
平
成
二
八
年
七
月
二
八
日
資
料
版
商
事
法
務
三
九
〇
号

一
三
四
頁

「
監
査
委
員
会
の
不
提
訴
判
断
と
監
査
委
員
の
善
管
注
意
義
務
違

反
」

報
告
者

一
ノ
澤

直
人
（
西
南
学
院
大
学
）

（
研
究
報
告
）

「
濫
用
的
会
社
分
割
に
お
け
る
『
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
』
要
件

の
再
構
成
」

報
告
者

若
色

敦
子
（
熊
本
大
学
）

民

事

法

研

究

会

第
二
七
〇
回

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

報
告
者

西
村
重
雄
（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

「
条
件
成
就
擬
制
（
民
法
一
三
〇
条
、
参
照
仏
民
一
一
七
八
、
独

民
一
六
二
）
拡
大
の
一
事
例
｜
遺
贈
義
務
者
の
父
親
に
よ
る
遺
贈

条
件
成
就
妨
害
事
案
」

第
二
七
一
回

二
〇
一
六
年
四
月
九
日
（
土
）

（
判
例
報
告
）

報
告
者

菅
尾
暁
（
九
州
国
際
大
学
法
学
部
准
教
授
）

「
過
払
金
に
つ
い
て
発
生
し
た
法
定
利
息
の
充
当
可
否
と
充
当
方

法
（
最
一
判
平
成
二
五
年
四
月
一
一
日
）」

第
二
七
二
回

二
〇
一
六
年
七
月
九
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

第
一
報
告
者

西
内
祐
介
（
近
畿
大
学
准
教
授
）

「
非
顕
名
代
理
の
再
評
価
｜
ア
メ
リ
カ
代
理
法
に
お
け
る
非
顕
名

代
理
の
法
律
構
成
を
参
考
に
」

第
二
報
告
者

田
畑
嘉
洋
（
大
阪
経
済
大
学
講
師
）

「
買
主
の
追
完
請
求
権
と
そ
の
限
界
｜
性
質
合
意
と
等
価
性
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
｜
」

第
二
七
三
回

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
二
日
（
土
）

（
研
究
報
告
）

報
告
者

鬼
頭
祐
紀
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
博
士
後
期

課
程
）

「
い
わ
ゆ
る
『
相
殺
の
担
保
的
機
能
』
に
関
す
る
韓
国
学
説
」

（83-４- ）1009 273
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民
事
手
続
研
究
会

【
研
究
報
告
】

平
成
二
八
年
三
月
五
日
（
土
）

「
当
事
者
適
格
」
概
念
の
形
成
と
意
義
｜
｜
当
事
者
適
格
の
理
論

的
基
礎
の
研
究
（
１
）

松
原

弘
信
（
熊
本
大
学
）

平
成
二
八
年
四
月
一
六
日
（
土
）

民
事
訴
訟
に
お
け
る
情
報
の
収
集
と
相
手
方
の
協
力
義
務

濵
﨑

録
（
西
南
学
院
大
学
）

当
事
者
特
定
責
任
の
諸
問
題

上
田

竹
志
（
九
州
大
学
）

平
成
二
八
年
一
〇
月
二
二
日
（
土
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
オ
プ
ト
ア
ウ

ト
」
の
位
置
づ
け

薗
田

史
（
久
留
米
大
学
）

福
岡
民
事
訴
訟
判
例
研
究
会

【
判
例
研
究
】

平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
（
金
）

契
約
の
一
方
当
事
者
が
契
約
の
締
結
に
先
立
ち
信
義
則
上
の
説
明

義
務
に
違
反
し
て
契
約
の
締
結
に
関
す
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す

べ
き
情
報
を
相
手
方
に
提
供
し
な
か
っ
た
場
合
の
債
務
不
履
行
責

任
の
有
無
（
最
二
小
判
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
三

号
一
四
〇
五
頁
）

森
本

健
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
八
年
六
月
一
七
日
（
金
）

建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
五
九
条
一
項
の
規
定
す
る
競

売
を
請
求
す
る
権
利
を
被
保
全
権
利
と
し
て
民
事
保
全
法
上
の
処

分
禁
止
の
仮
処
分
を
申
し
立
て
る
こ
と
の
可
否
（
最
二
小
判
平
成

二
八
年
三
月
一
八
日
裁
時
一
六
四
八
号
一
〇
一
頁
）

望
月

一
輝
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
八
年
七
月
一
五
日
（
金
）

時
効
消
滅
し
た
本
訴
請
求
権
を
自
働
債
権
と
し
て
反
訴
で
相
殺
の

抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
の
可
否
（
最
一
小
判
平
成
二
七
年
一
二
月

一
四
日
金
判
一
四
八
四
号
八
頁
）

雑 報

（法政研究83-４- ）274 1010



上
田

竹
志
（
九
州
大
学
）

平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
（
金
）

訴
訟
の
目
的
で
あ
る
金
銭
債
権
の
数
量
的
な
一
部
に
対
応
す
る
訴

え
提
起
の
手
数
料
に
つ
き
訴
訟
上
の
救
助
を
付
与
す
る
決
定
が
確

定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
請
求
が
上
記
数
量
的
な
一
部
に
減
縮
さ

れ
た
後
の
訴
え
を
却
下
す
る
こ
と
の
可
否
（
最
二
小
判
平
成
二
七

年
九
月
一
八
日
民
集
六
九
巻
六
号
一
七
二
九
頁
）

大
畑

朋
寛
（
福
岡
地
裁
）

平
成
二
八
年
一
〇
月
二
八
日
（
金
）

破
産
手
続
開
始
前
に
成
立
し
た
第
三
者
の
た
め
に
す
る
生
命
保
険

契
約
に
基
づ
き
破
産
者
で
あ
る
死
亡
保
険
金
受
取
人
が
有
す
る
死

亡
保
険
金
請
求
権
と
破
産
財
団
へ
の
帰
属
（
最
一
小
判
平
成
二
八

年
四
月
二
八
日
民
集
七
〇
巻
四
号
一
〇
九
九
頁
）

浅
野

雄
太
（
九
州
大
学
）

【
合
同
判
例
研
究
会
】

平
成
二
八
年
一
一
月
一
八
日
（
金
）

訴
訟
上
の
和
解
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
が
終
了
し
た
こ

と
を
宣
言
す
る
第
一
審
判
決
に
対
し
被
告
の
み
が
控
訴
し
た
場
合

と
不
利
益
変
更
禁
止
の
原
則
（
最
一
小
判
平
成
二
七
年
一
一
月
三

〇
日
民
集
六
九
巻
七
号
二
一
五
四
頁
）坂

庭

正
将
（
福
岡
地
裁
）

九
州
国
際
私
法
研
究
会

第
四
一
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
十
一
日
）

「
仲
裁
の
国
際
的
法
的
枠
組
み
に
関
す
る
一
九
二
〇
年
代
の
動
向

に
つ
い
て：

公
と
私
、
国
内
と
国
際
の
区
別
の
融
解

」

報
告
者

原
田
央
（
東
京
大
学
准
教
授
）

「
性
質
決
定
理
論
再
構
築
の
た
め
の
予
備
的
考
察：

写
像
・
像
・

逆
像
概
念
を
用
い
た
国
際
私
法
の
機
能
及
び
構
造
の
把
握
」

報
告
者

八
並
廉
（
香
川
大
学
准
教
授
）

第
四
二
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
一
六
年
三
月
二
一
日
）

「
離
婚
の
訴
え
に
伴
う
親
権
者
指
定
・
監
護
者
指
定
の
申
立
て
の

国
際
裁
判
管
轄
権
」

報
告
者

北
坂
尚
洋
（
福
岡
大
学
法
学
部
教
授
）

第
四
三
回
九
州
国
際
私
法
研
究
会
（
二
〇
一
六
年
五
月
二
一
日
）

「
国
際
私
法
に
お
け
る
市
場
の
捉
え
方
と
意
義：

不
正
競
争
の
準

拠
法
決
定
を
中
心
と
し
て
」

報
告
者

岡
田
幸
恵
（
九
州
大
学
大
学
院
）

「
営
業
秘
密
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
お
よ
び
執
行
」

報
告
者

安
田
友
（
九
州
大
学
大
学
院
）

（83-４- ）1011 275

雑 報



政

治

研

究

会

二
〇
一
六
年
五
月
二
一
日
（
土
）

『
政
治
研
究
』
第
六
三
号
合
評
会
・
総
会

二
〇
一
六
年
六
月
一
八
日
（
土
）

「
立
憲
主
義
を
支
え
る
力
」

報
告
者

朝
倉
拓
郎
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
協
力

研
究
員
）

「
二
つ
の
資
料
紹
介

①
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
、
ベ
イ
コ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
周
辺
｜
初
期
近

代
英
国
政
治
思
想
史
コ
レ
ク
シ
ョ
ン1605

｜1700

②
「
政
事
の
構
造
」
の
「
古
層
」
｜
丸
山
眞
男1974

年
九
大
講

演
」

報
告
者

木
村
俊
道
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
）

二
〇
一
六
年
七
月
一
六
日
（
土
）

「
欧
州
標
準
化
シ
ス
テ
ム
の
政
治
過
程
に
お
け
る
「
統
合
」
と

「
正
統
性
」
の
契
機
｜
環
境
製
品
規
格
分
野
を
事
例
に
」

報
告
者

渡
邉
智
明
（
九
州
大
学
グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際

リ
ー
ダ
ー
教
育
セ
ン
タ
ー
助
教
）

「
サ
ル
ト
ー
リ
再
考
」

報
告
者

岡
﨑
晴
輝
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教

授
・
放
送
大
学
客
員
教
授
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
（
土
）

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
熟
議
に
向
け
て
」

報
告
者

上
妻
潤
己
（
法
学
府
法
政
理
論
専
攻
修
士
課
程
二

年
）

「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
新
自
由
主
義
｜
リ
ベ
ラ
ル
な

脱
グ
ロ
ー
バ
ル
化
秩
序
の
探
究
」

報
告
者

施
光
恒
（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究

院
准
教
授
）

「
原
発
再
稼
動
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
｜
距
離
と
当
事
者
性
を
め
ぐ

る
考
察
の
た
め
の
準
備
的
事
例
分
析
」

報
告
者

出
水
薫
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
九
日
（
土
）

「
領
土
と
は
何
か

｜
比
較
か
ら
見
る
日
本
の
過
去
と
現
状
」

報
告
者

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ
イ
ル
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学

研
究
院
助
教
）

「
政
治
哲
学
と
生
活
世
界
｜
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
政
治
哲
学

の
基
盤
を
め
ぐ
っ
て
」

報
告
者

松
尾
哲
也
（
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
部
専
任

雑 報
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講
師
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七
日
（
土
）

「
自
治
体
行
政
に
お
け
る
協
働
政
策
｜
協
働
と
委
託
の
乖
離
の
克

服
に
む
け
て
」

報
告
者

坂
井
宏
介
（
福
岡
工
業
大
学
社
会
環
境
学
部
助

教
）

「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
お
け
る
教
養
と
宗
教
｜
『
宗
教
三
論
』
解
読
」

報
告
者

小
田
川
大
典
（
岡
山
大
学
法
学
部
教
授
）

（83-４- ）1013 277

雑 報


